
 
 
 
 
 
 
 
 
 

残暑の候、組合員の皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、組合事業に格別のご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、第１７回総会（９月１２日(土)１０時、大神公民館）の開催について、

先日組合員の皆様にご案内をさせていただきましたが、新型コロナウィルス感染

者が神奈川県において増加傾向にありますので、組合としてもできる限りの感染

対策を施して総会を開催したいと考えております。 

また、総会開催通知の発送後、組合員の皆様から特に委任状の書き方に関する

お問い合わせをたくさんいただいております。欠席される場合は出席される方に

委任していただく必要がありますが、ご不明の場合は、お手数ですが組合事務局

（０４６３－７９－８４０１）までお問い合わせください。 

 

 

 

 

なお、更なる感染拡大により、仮に緊急事態宣言や会場の使用禁止などの措置

が出された場合には、中止せざるを得ませんので、その時は改めてお知らせいた

します。 

 

 
 

過日送付いたしました、第１７回総会議案書 の添付資料に誤記載がありました。 

「事業計画書第４回変更概要書」の５ページ「２ 資金計画の変更について」の

支出の表で、電柱移設費の主な増減理由の欄に、「実績と残工事精査により減」

と記載されておりますが、正しくは、「実績と残工事精査により増」です。 

 なお、金額増減に訂正はありません。 

訂正し、お詫び申し上げます。 
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第１７回総会について 

総会会場における新型コロナウィルス感染拡大防止策 

マスク着用、検温、マイク消毒、空調、換気、座席間隔拡大など 

(注)マスクを着用していない方、検温で体温が 37.5 度以上の方は入場をお断

りさせていただきます。 

第１７回総会資料の一部訂正について 



 
 
 
 
 

 


